
25

申告・納付は6月3日（月）から7月10日（水）までに

金額の頭に

一般

・申告・納付期日最終日である７月１0日（水）は、労働局・監督署・金融機関・郵便局窓口において
　大変混雑することが予想されます。
・電子申請なら、ご自宅・オフィスのパソコンで２４時間申告・納付が可能です。（詳しくはP.３３を参照）
・口座振替により保険料・一般出金を納付することができます（詳しくはP.３８を参照）。
※年度更新手続期間内に年度更新申告書の提出がないと全期・第１期分の口座振替納付の処理を
　行うことができませんのでご留意ください。

提出は管轄の都道府県労働局・労働基準監督署・金融機関・郵便局へ

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/hokenryou/

注4　年度更新手続期間内に年度更新申告書の提出がないと、全期・第1期
　　分の口座振替納付の処理を行うことができませんのでご留意ください。

にて

届出

納期

口座振替納付日

口座振替申込期限

口座振替を利用しない
場合の納期限

平成25年9月6日 平成25年11月14日 平成26年2月14日

平成25年7月10日 平成25年10月31日 平成26年1月31日

平成25年2月20日 平成25年8月14日 平成25年10月11日

全期・第1期 第2期 第3期

○　申込み手続が完了した方に、振替が開始される納付日の2ヶ月程度前までに、
　登録情報の確認通知をお送りします。
○　口座振替日の2週間程度前に振替納付額等をお知らせします。
○　納付日から1ヶ月程度で振替結果通知をお送りします。

4.通知



一括有期事業「メリット」制適用事業場に対する労災保険料率表 ……………… P.27

充当後還付額が出る場合、事業を廃止した場合等の記入例 …………………… P.19
確定保険料額が申告済概算保険料額を下回る場合（充当する場合）の記入例 …… P.16

3

　事業主は、新年度の概算保険料を納付するための申告・納付（労働保険の
保険料の徴収等に関する法律第15条）と前年度の保険料を精算するための確
定保険料の申告・納付（労働保険の保険料の徴収等に関する法律第19条）の
手続が必要です。これが「年度更新」の手続です。

申告書を作成したら、下記の方法により提出・納付します。

署では、所掌3の申
告書（労働保険番
号の3桁目が「3」
のもの：藤色と赤色）の
申告・納付はできません。

申告・納付期日最終日である7月10日（水）は、労働局・監督署・
銀行・郵便局窓口において大変混雑することが予想されます。

納期

口座振替納付日

※納期限及び口座振替納付日が休日の場合は、
　翌営業日が納付日となります。

9月6日 11月14日 2月14日

7月10日 10月31日 1月31日

全期・第1期 第2期 第3期

来庁による提出方法
申告書及び領収済通知書（納付
書）は3枚とも管轄の労働局、労
働基準監督署または社会保険・
労働保険徴収事務センター（年金
事務所内）へご持参ください。

郵送による提出方法
管轄の労働局、労働基準監督署
または社会保険・労働保険徴収事
務センター（年金事務所内）あての
郵送での提出も可能です。労働局
の住所は送付した封筒の表面に
記載しております。事業主控に受
付印が必要な場合は返信用封筒
を必ず同封してください。

●労働保険料の納期

口座振替を利用し
ない場合の納期限

⑳

⑪ P.22
P.25

P.28

P.29

P.29
P.30

P.32
P.33

P.36
P.37

38



一括有期事業「メリット」制適用事業場に対する労災保険料率表 ……………… P.27

充当後還付額が出る場合、事業を廃止した場合等の記入例 …………………… P.19
確定保険料額が申告済概算保険料額を下回る場合（充当する場合）の記入例 …… P.16

3

　事業主は、新年度の概算保険料を納付するための申告・納付（労働保険の
保険料の徴収等に関する法律第15条）と前年度の保険料を精算するための確
定保険料の申告・納付（労働保険の保険料の徴収等に関する法律第19条）の
手続が必要です。これが「年度更新」の手続です。

申告書を作成したら、下記の方法により提出・納付します。

署では、所掌3の申
告書（労働保険番
号の3桁目が「3」
のもの：藤色と赤色）の
申告・納付はできません。

申告・納付期日最終日である7月10日（水）は、労働局・監督署・
銀行・郵便局窓口において大変混雑することが予想されます。

納期

口座振替納付日

※納期限及び口座振替納付日が休日の場合は、
　翌営業日が納付日となります。

9月6日 11月14日 2月14日

7月10日 10月31日 1月31日

全期・第1期 第2期 第3期

来庁による提出方法
申告書及び領収済通知書（納付
書）は3枚とも管轄の労働局、労
働基準監督署または社会保険・
労働保険徴収事務センター（年金
事務所内）へご持参ください。

郵送による提出方法
管轄の労働局、労働基準監督署
または社会保険・労働保険徴収事
務センター（年金事務所内）あての
郵送での提出も可能です。労働局
の住所は送付した封筒の表面に
記載しております。事業主控に受
付印が必要な場合は返信用封筒
を必ず同封してください。

●労働保険料の納期

口座振替を利用し
ない場合の納期限

⑳

⑪ P.22
P.25

P.28

P.29

P.29
P.30

P.32
P.33

P.36
P.37

38



　一括有期事業報告書及び一括有期事業総括表は各労働基準監督署で入手できるほか、厚
生労働省ホームベージ（URLは以下のとおり）からダウンロードできます。
（下記URLもしくは「労働保険関係各種様式」で検索してください。）
　＜URL＞http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken0l/yousiki.html

建設の事業については、一つの工事が1億9千万円未満、
一括払いできる工事は事務所

32の所在地を管轄する

24

24

24 25

24年4月1日
24年度

25年3月31日 25年６月1日 25年７月10日

等の一時金も算入されますからご注意ください。なお、同日に2以上の現場に従事する場
合、各工事等への按分計算は認めていません。

24

26



　一括有期事業報告書及び一括有期事業総括表は各労働基準監督署で入手できるほか、厚
生労働省ホームベージ（URLは以下のとおり）からダウンロードできます。
（下記URLもしくは「労働保険関係各種様式」で検索してください。）
　＜URL＞http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken0l/yousiki.html

建設の事業については、一つの工事が1億9千万円未満、
一括払いできる工事は事務所

32の所在地を管轄する

24

24

24 25

24年4月1日
24年度

25年3月31日 25年６月1日 25年７月10日

等の一時金も算入されますからご注意ください。なお、同日に2以上の現場に従事する場
合、各工事等への按分計算は認めていません。

24

26



労 働 保 険 番 号 一括有期事業報告書　　枚添付

別添様式

府 県 所掌 管 轄 基 幹 番 号 枝 番 号

労 働 保 険 等

平成　　年度一括有期事業総括表（建設の事業）
この３部は確定保険料申告の際
に記載し、正、副を提出する。

事業
主控

年 月 日平成

別添一括有期事業報告書の明細を上記のとおり総括して報告します。

労働局労働保険特別会計歳入徴収官　殿

氏 名

住 所

事業主

㊞

郵便番号（　　　　　　－　　　　　　　）
電話番号（　　　　－　　　　－　　　　）

記名押印又は署名

（法人のときはその名称及び代表者の氏名）
務
士
記
載
欄

社
会
保
険
労

作成年月日・提出代行者・事務代理者の表示 氏 名 電 話 番 号

注　

１　

事
業
報
告
書
（
様
式
第
７
号
（
甲
））
に
記
入
し
た
事
業
（
工
事
）
を

事
業
の
種
類
ご
と
に
合
算
し

本
表
に
よ
り
確
定
保
険
料
を
計
算
す
る
こ
と

　
　

２　

前
年
度
に
メ
リ

ト
制
が
適
用
さ
れ
た
事
業
に
つ
い
て
は

メ
リ

ト
料
率
を
記
入
の
う
え
確
定
保
険
料
を
計
算
す
る
こ
と

　
　

３　

一
般
拠
出
金
と
は

石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
法
律
第
３
５
条
第
１
項
に
基
づ
き
労
災
保
険
適
用
事
業
主
か
ら
徴
収
す
る
拠
出
金
を
指
す

　
　

４　

一
般
拠
出
金
は
事
業
（
工
事
）
開
始
時
期
が
平
成
１
９
年
４
月
１
日
以
降
の
す
べ
て
の
事
業
（
工
事
）
を
徴
収
対
象
と
す
る

業種
番号

労務
費率事 業 の 種 類 請 負 金 額 賃 金 総 額 保 険 料 額事業開始時期

円 千円 円

保険料率
基準料率 メリット料率

31
19

18

21

20

103

118

89

水力発電施設､ずい道等新設事業 平成24年３月31日
以前のもの　　　

平成24年４月１日
以降のもの　　　

平成19年４月１日以降
平成21年３月31日以前のもの

平成19年４月１日以降
平成21年３月31日以前のもの

平成19年４月１日以降
平成21年３月31日以前のもの

平成19年４月１日以降
平成21年３月31日以前のもの

平成19年４月１日以降
平成21年３月31日以前のもの

平成19年４月１日以降
平成21年３月31日以前のもの

平成19年４月１日以降
平成21年３月31日以前のもの

平成19年４月１日以降
平成21年３月31日以前のもの

平成19年４月１日以降
平成21年３月31日以前のもの

32 15

21

道 路 新 設 事 業 平成24年３月31日
以前のもの　　　

平成24年４月１日
以降のもの　　　

33 19

20

18

14

16

舗 装 工 事 業 平成24年３月31日
以前のもの　　　

平成24年４月１日
以降のもの　　　

34

23

24

23

23

18

10

11

鉄道又は軌道新設事業 平成24年３月31日
以前のもの　　　

平成24年４月１日
以降のもの　　　

35 21
13

15

17

建 築 事 業 平成24年３月31日
以前のもの　　　

平成24年４月１日
以降のもの　　　

38

21

22

14

15

既設建築物設備工事業 平成24年３月31日
以前のもの　　　

平成24年４月１日
以降のもの　　　

40

38 7.5

14

9

そ の 他 の も の

組立て又は取付け
に 関 す る も の

機械装置
の組立て
又は据付
けの事業

平成24年３月31日
以前のもの　　　

平成24年４月１日
以降のもの　　　

36
21

22

21 7.5

9

14
平成24年３月31日
以前のもの　　　

平成24年４月１日
以降のもの　　　

37
24

23
19

21

そ の他の建設事業

合 計

平成24年３月31日
以前のもの　　　

平成24年４月１日
以降のもの　　　

平成19年３月31日
以前のもの　　　

②

①

③

1000分の

千円 円

（①を除いた合計） 一般拠出金率 一般拠出金額
　（②×③）　

0.05
1000分の

1000分の

㊞

（25. 1）

※　一括有期事業報告書及び一括有期事業総括表は各労働基準監督署で入手できるほか、厚生労働省ホームページから
　ダウンロードできます。（下記URLもしくは「労働保険関係各種様式」で検索してください。）
　＜URL＞http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/yousiki.html

労務費
24

ＸＸ１０１６００１０１０００

ＸＸ１０１６００１０１０００

ＸＸ１０１６００１０１０００

２４
2

1,000,000

342516

346034

3518

3518

70374

70374

1006886

1006886

1006886

1006886

25

（平成19年4月1日以降新規開始事業（工事）のみ対象）

25

70374



労 働 保 険 番 号 一括有期事業報告書　　枚添付

別添様式

府 県 所掌 管 轄 基 幹 番 号 枝 番 号

労 働 保 険 等

平成　　年度一括有期事業総括表（建設の事業）
この３部は確定保険料申告の際
に記載し、正、副を提出する。

事業
主控

年 月 日平成

別添一括有期事業報告書の明細を上記のとおり総括して報告します。

労働局労働保険特別会計歳入徴収官　殿

氏 名

住 所

事業主

㊞
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（法人のときはその名称及び代表者の氏名）
務
士
記
載
欄

社
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保
険
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作成年月日・提出代行者・事務代理者の表示 氏 名 電 話 番 号
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は
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（
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事
）
開
始
時
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が
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１
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年
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月
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日
以
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の
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の
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を
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業種
番号

労務
費率事 業 の 種 類 請 負 金 額 賃 金 総 額 保 険 料 額事業開始時期

円 千円 円

保険料率
基準料率 メリット料率

31
19

18

21

20

103

118

89

水力発電施設､ずい道等新設事業 平成24年３月31日
以前のもの　　　

平成24年４月１日
以降のもの　　　

平成19年４月１日以降
平成21年３月31日以前のもの

平成19年４月１日以降
平成21年３月31日以前のもの

平成19年４月１日以降
平成21年３月31日以前のもの

平成19年４月１日以降
平成21年３月31日以前のもの

平成19年４月１日以降
平成21年３月31日以前のもの

平成19年４月１日以降
平成21年３月31日以前のもの

平成19年４月１日以降
平成21年３月31日以前のもの

平成19年４月１日以降
平成21年３月31日以前のもの

平成19年４月１日以降
平成21年３月31日以前のもの

32 15

21

道 路 新 設 事 業 平成24年３月31日
以前のもの　　　

平成24年４月１日
以降のもの　　　

33 19

20

18

14

16

舗 装 工 事 業 平成24年３月31日
以前のもの　　　

平成24年４月１日
以降のもの　　　

34

23

24

23

23

18

10

11

鉄道又は軌道新設事業 平成24年３月31日
以前のもの　　　

平成24年４月１日
以降のもの　　　

35 21
13

15

17

建 築 事 業 平成24年３月31日
以前のもの　　　

平成24年４月１日
以降のもの　　　

38

21

22

14

15

既設建築物設備工事業 平成24年３月31日
以前のもの　　　

平成24年４月１日
以降のもの　　　

40

38 7.5

14

9

そ の 他 の も の

組立て又は取付け
に 関 す る も の

機械装置
の組立て
又は据付
けの事業

平成24年３月31日
以前のもの　　　

平成24年４月１日
以降のもの　　　

36
21

22

21 7.5

9

14
平成24年３月31日
以前のもの　　　

平成24年４月１日
以降のもの　　　

37
24

23
19

21

そ の他の建設事業

合 計

平成24年３月31日
以前のもの　　　

平成24年４月１日
以降のもの　　　

平成19年３月31日
以前のもの　　　

②

①

③

1000分の

千円 円

（①を除いた合計） 一般拠出金率 一般拠出金額
　（②×③）　

0.05
1000分の

1000分の

㊞

（25. 1）

※　一括有期事業報告書及び一括有期事業総括表は各労働基準監督署で入手できるほか、厚生労働省ホームページから
　ダウンロードできます。（下記URLもしくは「労働保険関係各種様式」で検索してください。）
　＜URL＞http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/yousiki.html

労務費
24

ＸＸ１０１６００１０１０００

ＸＸ１０１６００１０１０００

ＸＸ１０１６００１０１０００

２４
2

1,000,000

342516

346034

3518

3518

70374

70374

1006886

1006886

1006886

1006886

25

（平成19年4月1日以降新規開始事業（工事）のみ対象）

25

70374
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24
24

７　請負金額は消費税を含めてください。
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26

30～31
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24
24

７　請負金額は消費税を含めてください。

24

26

30～31



労 働 保 険 番 号 一括有期事業報告書　　枚添付

別添様式

府 県 所掌 管 轄 基 幹 番 号 枝 番 号

労 働 保 険 等

平成　　年度一括有期事業総括表（建設の事業）
この３部は確定保険料申告の際
に記載し、正、副を提出する。

事業
主控

年 月 日平成

別添一括有期事業報告書の明細を上記のとおり総括して報告します。

労働局労働保険特別会計歳入徴収官　殿

氏 名

住 所

事業主

㊞

郵便番号（　　　　　　－　　　　　　　）
電話番号（　　　　－　　　　－　　　　）

記名押印又は署名

（法人のときはその名称及び代表者の氏名）
務
士
記
載
欄

社
会
保
険
労

作成年月日・提出代行者・事務代理者の表示 氏 名 電 話 番 号

注　

１　

事
業
報
告
書
（
様
式
第
７
号
（
甲
））
に
記
入
し
た
事
業
（
工
事
）
を

事
業
の
種
類
ご
と
に
合
算
し

本
表
に
よ
り
確
定
保
険
料
を
計
算
す
る
こ
と

　
　

２　

前
年
度
に
メ
リ

ト
制
が
適
用
さ
れ
た
事
業
に
つ
い
て
は

メ
リ

ト
料
率
を
記
入
の
う
え
確
定
保
険
料
を
計
算
す
る
こ
と

　
　

３　

一
般
拠
出
金
と
は

石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
法
律
第
３
５
条
第
１
項
に
基
づ
き
労
災
保
険
適
用
事
業
主
か
ら
徴
収
す
る
拠
出
金
を
指
す

　
　

４　

一
般
拠
出
金
は
事
業
（
工
事
）
開
始
時
期
が
平
成
１
９
年
４
月
１
日
以
降
の
す
べ
て
の
事
業
（
工
事
）
を
徴
収
対
象
と
す
る

業種
番号

労務
費率事 業 の 種 類 請 負 金 額 賃 金 総 額 保 険 料 額事業開始時期

円 千円 円

保険料率
基準料率 メリット料率

31
19

18

21

20

103

118

89

水力発電施設､ずい道等新設事業 平成24年３月31日
以前のもの　　　

平成24年４月１日
以降のもの　　　

平成19年４月１日以降
平成21年３月31日以前のもの

平成19年４月１日以降
平成21年３月31日以前のもの

平成19年４月１日以降
平成21年３月31日以前のもの

平成19年４月１日以降
平成21年３月31日以前のもの

平成19年４月１日以降
平成21年３月31日以前のもの

平成19年４月１日以降
平成21年３月31日以前のもの

平成19年４月１日以降
平成21年３月31日以前のもの

平成19年４月１日以降
平成21年３月31日以前のもの

平成19年４月１日以降
平成21年３月31日以前のもの

32 15

21

道 路 新 設 事 業 平成24年３月31日
以前のもの　　　

平成24年４月１日
以降のもの　　　

33 19

20

18

14

16

舗 装 工 事 業 平成24年３月31日
以前のもの　　　

平成24年４月１日
以降のもの　　　

34

23

24

23

23

18

10

11

鉄道又は軌道新設事業 平成24年３月31日
以前のもの　　　

平成24年４月１日
以降のもの　　　

35 21
13

15

17

建 築 事 業 平成24年３月31日
以前のもの　　　

平成24年４月１日
以降のもの　　　

38

21

22

14

15

既設建築物設備工事業 平成24年３月31日
以前のもの　　　

平成24年４月１日
以降のもの　　　

40

38 7.5

14

9

そ の 他 の も の

組立て又は取付け
に 関 す る も の

機械装置
の組立て
又は据付
けの事業

平成24年３月31日
以前のもの　　　

平成24年４月１日
以降のもの　　　

36
21

22

21 7.5

9

14
平成24年３月31日
以前のもの　　　

平成24年４月１日
以降のもの　　　

37
24

23
19

21

そ の他の建設事業

合 計

平成24年３月31日
以前のもの　　　

平成24年４月１日
以降のもの　　　

平成19年３月31日
以前のもの　　　

②

①

③

1000分の

千円 円

（①を除いた合計） 一般拠出金率 一般拠出金額
　（②×③）　

0.05
1000分の

1000分の

㊞

（25. 1）

ＸＸ１０１６００１０１０００

ＸＸ１０１６００１０１０００

ＸＸ１０１６００１０１０００

メリット制が適用されている場合は、
平成24年度労災保険率決定通知
書及びP.27の「一括有期事業メリッ
ト制適用事業場に対する労災保険
率表」を参照しメリット率を記入の
上計算してください。

１　一括有期事業報告書に記入していただいた工事をとりまとめるのが総括表です。
　一括有期事業報告書から、総括表で分類してあります事業の種類、事業開始時期ごとに消費税を含んだ
請負金額を転記し、労務費率を乗じて賃金総額を算出し、千円未満を切り捨ててください。その額に、該当す
る労災保険率を乗じて業種ごとの保険料額を計算してください。
２　昨年度（平成24年度）にメリット制が適用されている事業場は、昨年度送付している「労災保険率決定通
知書」により、保険料額を計算してください。
　なお、この場合一括されている各事業の開始時期における労災保険率（基準料率）と当該事業の終了し
た日の属する保険年度のメリット増減率を用いて算出した労災保険率（メリット料率）により労災保険料を算
定します。
　事業の開始時期によってメリット料率が異なる場合がありますので、P.27の「一括有期事業メリット制適用
事業場に対する労災保険率表」を参照してください。
　1円未満の端数が出た場合は、切り捨ててください。
　以上の計算を総括表で行って記入をし、保険料額の合計を、「概算・確定保険料・一般拠出金申告書」の
⑩の（イ）（ロ）労災保険分確定保険料額欄に転記してください。

24

・記入例 24



労 働 保 険 番 号 一括有期事業報告書　　枚添付

別添様式

府 県 所掌 管 轄 基 幹 番 号 枝 番 号

労 働 保 険 等

平成　　年度一括有期事業総括表（建設の事業）
この３部は確定保険料申告の際
に記載し、正、副を提出する。

事業
主控

年 月 日平成

別添一括有期事業報告書の明細を上記のとおり総括して報告します。

労働局労働保険特別会計歳入徴収官　殿

氏 名

住 所

事業主

㊞

郵便番号（　　　　　　－　　　　　　　）
電話番号（　　　　－　　　　－　　　　）

記名押印又は署名

（法人のときはその名称及び代表者の氏名）
務
士
記
載
欄

社
会
保
険
労

作成年月日・提出代行者・事務代理者の表示 氏 名 電 話 番 号

注　

１　

事
業
報
告
書
（
様
式
第
７
号
（
甲
））
に
記
入
し
た
事
業
（
工
事
）
を

事
業
の
種
類
ご
と
に
合
算
し

本
表
に
よ
り
確
定
保
険
料
を
計
算
す
る
こ
と

　
　

２　

前
年
度
に
メ
リ

ト
制
が
適
用
さ
れ
た
事
業
に
つ
い
て
は

メ
リ

ト
料
率
を
記
入
の
う
え
確
定
保
険
料
を
計
算
す
る
こ
と

　
　

３　

一
般
拠
出
金
と
は

石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
法
律
第
３
５
条
第
１
項
に
基
づ
き
労
災
保
険
適
用
事
業
主
か
ら
徴
収
す
る
拠
出
金
を
指
す

　
　

４　

一
般
拠
出
金
は
事
業
（
工
事
）
開
始
時
期
が
平
成
１
９
年
４
月
１
日
以
降
の
す
べ
て
の
事
業
（
工
事
）
を
徴
収
対
象
と
す
る

業種
番号

労務
費率事 業 の 種 類 請 負 金 額 賃 金 総 額 保 険 料 額事業開始時期

円 千円 円

保険料率
基準料率 メリット料率

31
19

18

21

20

103

118

89

水力発電施設､ずい道等新設事業 平成24年３月31日
以前のもの　　　

平成24年４月１日
以降のもの　　　

平成19年４月１日以降
平成21年３月31日以前のもの

平成19年４月１日以降
平成21年３月31日以前のもの

平成19年４月１日以降
平成21年３月31日以前のもの

平成19年４月１日以降
平成21年３月31日以前のもの

平成19年４月１日以降
平成21年３月31日以前のもの

平成19年４月１日以降
平成21年３月31日以前のもの

平成19年４月１日以降
平成21年３月31日以前のもの

平成19年４月１日以降
平成21年３月31日以前のもの

平成19年４月１日以降
平成21年３月31日以前のもの

32 15

21

道 路 新 設 事 業 平成24年３月31日
以前のもの　　　

平成24年４月１日
以降のもの　　　

33 19

20

18

14

16

舗 装 工 事 業 平成24年３月31日
以前のもの　　　

平成24年４月１日
以降のもの　　　

34

23

24

23

23

18

10

11

鉄道又は軌道新設事業 平成24年３月31日
以前のもの　　　

平成24年４月１日
以降のもの　　　

35 21
13

15

17

建 築 事 業 平成24年３月31日
以前のもの　　　

平成24年４月１日
以降のもの　　　

38

21

22

14

15

既設建築物設備工事業 平成24年３月31日
以前のもの　　　

平成24年４月１日
以降のもの　　　

40

38 7.5

14

9

そ の 他 の も の

組立て又は取付け
に 関 す る も の

機械装置
の組立て
又は据付
けの事業

平成24年３月31日
以前のもの　　　

平成24年４月１日
以降のもの　　　

36
21

22

21 7.5

9

14
平成24年３月31日
以前のもの　　　

平成24年４月１日
以降のもの　　　

37
24

23
19

21

そ の他の建設事業

合 計

平成24年３月31日
以前のもの　　　

平成24年４月１日
以降のもの　　　

平成19年３月31日
以前のもの　　　

②

①

③

1000分の

千円 円

（①を除いた合計） 一般拠出金率 一般拠出金額
　（②×③）　

0.05
1000分の

1000分の

㊞

（25. 1）

ＸＸ１０１６００１０１０００

ＸＸ１０１６００１０１０００

ＸＸ１０１６００１０１０００

メリット制が適用されている場合は、
平成24年度労災保険率決定通知
書及びP.27の「一括有期事業メリッ
ト制適用事業場に対する労災保険
率表」を参照しメリット率を記入の
上計算してください。

１　一括有期事業報告書に記入していただいた工事をとりまとめるのが総括表です。
　一括有期事業報告書から、総括表で分類してあります事業の種類、事業開始時期ごとに消費税を含んだ
請負金額を転記し、労務費率を乗じて賃金総額を算出し、千円未満を切り捨ててください。その額に、該当す
る労災保険率を乗じて業種ごとの保険料額を計算してください。
２　昨年度（平成24年度）にメリット制が適用されている事業場は、昨年度送付している「労災保険率決定通
知書」により、保険料額を計算してください。
　なお、この場合一括されている各事業の開始時期における労災保険率（基準料率）と当該事業の終了し
た日の属する保険年度のメリット増減率を用いて算出した労災保険率（メリット料率）により労災保険料を算
定します。
　事業の開始時期によってメリット料率が異なる場合がありますので、P.27の「一括有期事業メリット制適用
事業場に対する労災保険率表」を参照してください。
　1円未満の端数が出た場合は、切り捨ててください。
　以上の計算を総括表で行って記入をし、保険料額の合計を、「概算・確定保険料・一般拠出金申告書」の
⑩の（イ）（ロ）労災保険分確定保険料額欄に転記してください。

24

・記入例 24



1,000,000

342516

346034

3518

3518

70374

70374

1006886

1006886

1006886

100688670374

※口座振替を利用している事業は37ページをご覧ください。

メリット

ＸＸ１０１６００１０１０００労 働 保 険 番 号 一括有期事業報告書　　枚添付

別添様式

府 県 所掌 管 轄 基 幹 番 号 枝 番 号

労 働 保 険 等

平成　　年度一括有期事業総括表（建設の事業）
この３部は確定保険料申告の際
に記載し、正、副を提出する。

事業
主控

注　

１　

事
業
報
告
書
（
様
式
第
７
号
（
甲
））
に
記
入
し
た
事
業
（
工
事
）
を

事
業
の
種
類
ご
と
に
合
算
し

本
表
に
よ
り
確
定
保
険
料
を
計
算
す
る
こ
と

　
　

２　

前
年
度
に
メ
リ

ト
制
が
適
用
さ
れ
た
事
業
に
つ
い
て
は

メ
リ

ト
料
率
を
記
入
の
う
え
確
定
保
険
料
を
計
算
す
る
こ
と

　
　

３　

一
般
拠
出
金
と
は

石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
法
律
第
３
５
条
第
１
項
に
基
づ
き
労
災
保
険
適
用
事
業
主
か
ら
徴
収
す
る
拠
出
金
を
指
す

　
　

４　

一
般
拠
出
金
は
事
業
（
工
事
）
開
始
時
期
が
平
成
１
９
年
４
月
１
日
以
降
の
す
べ
て
の
事
業
（
工
事
）
を
徴
収
対
象
と
す
る

業種
番号

労務
費率事 業 の 種 類 請 負 金 額 賃 金 総 額 保 険 料 額事業開始時期

円 千円 円

保険料率
基準料率 メリット料率

31
19

18

21

20

103

118

89

水力発電施設､ずい道等新設事業 平成24年３月31日
以前のもの　　　

平成24年４月１日
以降のもの　　　

平成19年４月１日以降
平成21年３月31日以前のもの

平成19年４月１日以降
平成21年３月31日以前のもの

平成19年４月１日以降
平成21年３月31日以前のもの

平成19年４月１日以降
平成21年３月31日以前のもの

平成19年４月１日以降
平成21年３月31日以前のもの

平成19年４月１日以降
平成21年３月31日以前のもの

平成19年４月１日以降
平成21年３月31日以前のもの

平成19年４月１日以降
平成21年３月31日以前のもの

平成19年４月１日以降
平成21年３月31日以前のもの

32 15

21

道 路 新 設 事 業 平成24年３月31日
以前のもの　　　

平成24年４月１日
以降のもの　　　

33 19

20

18

14

16

舗 装 工 事 業 平成24年３月31日
以前のもの　　　

平成24年４月１日
以降のもの　　　

34

23

24

23

23

18

10

11

鉄道又は軌道新設事業 平成24年３月31日
以前のもの　　　

平成24年４月１日
以降のもの　　　

35 21
13

15

17

建 築 事 業 平成24年３月31日
以前のもの　　　

平成24年４月１日
以降のもの　　　

38

21

22

14

15

既設建築物設備工事業 平成24年３月31日
以前のもの　　　

平成24年４月１日
以降のもの　　　

40

38 7.5

14

9

そ の 他 の も の

組立て又は取付け
に 関 す る も の

機械装置
の組立て
又は据付
けの事業

平成24年３月31日
以前のもの　　　

平成24年４月１日
以降のもの　　　

36
21

22

21 7.5

9

14
平成24年３月31日
以前のもの　　　

平成24年４月１日
以降のもの　　　

37
24

23
19

21

そ の他の建設事業

合 計

平成24年３月31日
以前のもの　　　

平成24年４月１日
以降のもの　　　

平成19年３月31日
以前のもの　　　

②

①

③

1000分の

千円 円

（①を除いた合計） 一般拠出金率 一般拠出金額
　（②×③）　

0.05
1000分の

1000分の

101600101

24
24

1,006,886円
25 335,628円（余り2円）

335,630円　（←余り2円加算）
335,628円
335,628円

25

29

24

　平成25年度メリット制適用事業場においてはここに「メリッ
ト」と印字されています。開封の「平成25年度労災保険率決
定通知書」の料率で保険料を算定してください。

なお、確定保険料の不足額及び一般拠出金は延納できません
ので第1期に納付してください。

※充当の例　P.16以降を参照してください。

1,000,000円 1,006,886円 6,886円



1,000,000

342516

346034

3518

3518

70374

70374

1006886

1006886

1006886

100688670374

※口座振替を利用している事業は37ページをご覧ください。

メリット

ＸＸ１０１６００１０１０００労 働 保 険 番 号 一括有期事業報告書　　枚添付

別添様式

府 県 所掌 管 轄 基 幹 番 号 枝 番 号

労 働 保 険 等

平成　　年度一括有期事業総括表（建設の事業）
この３部は確定保険料申告の際
に記載し、正、副を提出する。

事業
主控

注　

１　

事
業
報
告
書
（
様
式
第
７
号
（
甲
））
に
記
入
し
た
事
業
（
工
事
）
を

事
業
の
種
類
ご
と
に
合
算
し

本
表
に
よ
り
確
定
保
険
料
を
計
算
す
る
こ
と

　
　

２　

前
年
度
に
メ
リ

ト
制
が
適
用
さ
れ
た
事
業
に
つ
い
て
は

メ
リ

ト
料
率
を
記
入
の
う
え
確
定
保
険
料
を
計
算
す
る
こ
と

　
　

３　

一
般
拠
出
金
と
は

石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
法
律
第
３
５
条
第
１
項
に
基
づ
き
労
災
保
険
適
用
事
業
主
か
ら
徴
収
す
る
拠
出
金
を
指
す

　
　

４　

一
般
拠
出
金
は
事
業
（
工
事
）
開
始
時
期
が
平
成
１
９
年
４
月
１
日
以
降
の
す
べ
て
の
事
業
（
工
事
）
を
徴
収
対
象
と
す
る

業種
番号

労務
費率事 業 の 種 類 請 負 金 額 賃 金 総 額 保 険 料 額事業開始時期

円 千円 円

保険料率
基準料率 メリット料率

31
19

18

21

20

103

118

89

水力発電施設､ずい道等新設事業 平成24年３月31日
以前のもの　　　

平成24年４月１日
以降のもの　　　

平成19年４月１日以降
平成21年３月31日以前のもの

平成19年４月１日以降
平成21年３月31日以前のもの

平成19年４月１日以降
平成21年３月31日以前のもの

平成19年４月１日以降
平成21年３月31日以前のもの

平成19年４月１日以降
平成21年３月31日以前のもの

平成19年４月１日以降
平成21年３月31日以前のもの

平成19年４月１日以降
平成21年３月31日以前のもの

平成19年４月１日以降
平成21年３月31日以前のもの

平成19年４月１日以降
平成21年３月31日以前のもの

32 15

21

道 路 新 設 事 業 平成24年３月31日
以前のもの　　　

平成24年４月１日
以降のもの　　　

33 19

20

18

14

16

舗 装 工 事 業 平成24年３月31日
以前のもの　　　

平成24年４月１日
以降のもの　　　

34

23

24

23

23

18

10

11

鉄道又は軌道新設事業 平成24年３月31日
以前のもの　　　

平成24年４月１日
以降のもの　　　

35 21
13

15

17

建 築 事 業 平成24年３月31日
以前のもの　　　

平成24年４月１日
以降のもの　　　

38

21

22

14

15

既設建築物設備工事業 平成24年３月31日
以前のもの　　　

平成24年４月１日
以降のもの　　　

40

38 7.5

14

9

そ の 他 の も の

組立て又は取付け
に 関 す る も の

機械装置
の組立て
又は据付
けの事業

平成24年３月31日
以前のもの　　　

平成24年４月１日
以降のもの　　　

36
21

22

21 7.5

9

14
平成24年３月31日
以前のもの　　　

平成24年４月１日
以降のもの　　　

37
24

23
19

21

そ の他の建設事業

合 計

平成24年３月31日
以前のもの　　　

平成24年４月１日
以降のもの　　　

平成19年３月31日
以前のもの　　　

②

①

③

1000分の

千円 円

（①を除いた合計） 一般拠出金率 一般拠出金額
　（②×③）　

0.05
1000分の

1000分の

101600101

24
24

1,006,886円
25 335,628円（余り2円）

335,630円　（←余り2円加算）
335,628円
335,628円

25

29

24

　平成25年度メリット制適用事業場においてはここに「メリッ
ト」と印字されています。同封の「平成25年度労災保険率決
定通知書」の料率で保険料を算定してください。

なお、確定保険料の不足額及び一般拠出金は延納できません
ので第1期に納付してください。

※充当の例　P.16以降を参照してください。

1,000,000円 1,006,886円 6,886円



ＸＸ １ ０１５００１０１０００

50,000

60

60

51040

51082

24

24
24

25
25

賃金

不要です。）

50,000円 50,520円 520円

29

24

※充当の例　P.16以降を参照してください。



ＸＸ １ ０１５００１０１０００

50,000

60

60

51040

51082

24

24
24

25
25

賃金

不要です。）

50,000円 50,520円 520円

29

24

※充当の例　P.16以降を参照してください。



35017511 01600101

1,500,000

〔計算方法〕 
　⑪（イ）1,006,886÷3＝

○第１期の保険料に全て充当し、なお余りがある場合は、原則第２期、第3期に順次残額を充当します。

申告済概算保険料額（昨年度申告した額）がまだ納められていない場合には充当できませんのでご注意ください。

第１期分㉒（イ）335,630円　　※余りが生じた場合は、
第２期分㉒（チ）335,628円　　　必ず第１期分に加算してください。
第３期分㉒（ル）335,628円　　　（余りは必ず１円または２円となります）

10

0.05

1006886

1006886

1006886

1006886

※今年度より様式が変更となりました。

⑴　充当額については、原則として、全期又は１期目の労働保険料額と一般拠出金に充当し、
余りがある場合には、２期目、３期目に充当することになります。
⑵　１期から３期目に充当してもなお余りがある場合は、管轄の労働局・労働基準監督署に
「労働保険料・一般拠出金還付請求書」を提出し、還付の請求を行ってください。
なお、請求手続については、19頁の「⑩記入例１　充当後還付額が出る場合」を参照ください。

以下の３パターンがあります。
　「労働保険料のみ充当」
　「一般拠出金のみ充当」
　「労働保険料及び一般拠出金に充当」

充当のパターン

確定保険料額が申告済概算保険料額を下回る場合（充当する場合）の記入例 労働保険料のみ充当した場合の例記入例１

1,500,000 1,006,886 493,114

㉒（イ）
335,630円

㉒（チ）
335,328円

〔今期納付額の計算〕 
第１期

第２期

－

－

㉒（ロ）
335,630円

㉒（リ）
157,484円

＋ ㉒（ヘ）
3,518円

＝

＝

今期納付額
㉒（ト）
3,518円
今期納付額
㉒（ヌ）
178,144円

充当意思「1」を記入

70374

70374

70374

3518



35017511 01600101

1,500,000

〔計算方法〕 
　⑪（イ）1,006,886÷3＝

○第１期の保険料に全て充当し、なお余りがある場合は、原則第２期、第3期に順次残額を充当します。

申告済概算保険料額（昨年度申告した額）がまだ納められていない場合には充当できませんのでご注意ください。

第１期分㉒（イ）335,630円　　※余りが生じた場合は、
第２期分㉒（チ）335,628円　　　必ず第１期分に加算してください。
第３期分㉒（ル）335,628円　　　（余りは必ず１円または２円となります）

10

0.05

1006886

1006886

1006886

1006886

※今年度より様式が変更となりました。

⑴　充当額については、原則として、全期又は１期目の労働保険料額と一般拠出金に充当し、
余りがある場合には、２期目、３期目に充当することになります。
⑵　１期から３期目に充当してもなお余りがある場合は、管轄の労働局・労働基準監督署に
「労働保険料・一般拠出金還付請求書」を提出し、還付の請求を行ってください。
なお、請求手続については、19頁の「⑩記入例１　充当後還付額が出る場合」を参照ください。

以下の３パターンがあります。
　「労働保険料のみ充当」
　「一般拠出金のみ充当」
　「労働保険料及び一般拠出金に充当」

充当のパターン

確定保険料額が申告済概算保険料額を下回る場合（充当する場合）の記入例 労働保険料のみ充当した場合の例記入例１

1,500,000 1,006,886 493,114

㉒（イ）
335,630円

㉒（チ）
335,328円

〔今期納付額の計算〕 
第１期

第２期

－

－

㉒（ロ）
335,630円

㉒（リ）
157,484円

＋ ㉒（ヘ）
3,518円

＝

＝

今期納付額
㉒（ト）
3,518円
今期納付額
㉒（ヌ）
178,144円

充当意思「1」を記入

70374

70374

70374

3518



第１期分労働保険料の充当を行い、その後一般拠出金を充当します。
なお余りがある場合、第２期分以降の労働保険料に残額を充当します。（計算が他の場合と異なりますのでご注意ください。）

申告済概算保険料額（昨年度申告した額）がまだ納められていない場合には充当できませんのでご注意ください。

1,500,000

充当意思「3」を記入

1,006,886

㉒（イ）
335,630円

㉒（チ）
335628円

〔今期納付額の計算〕 
第１期

第２期

－

－

㉒（ロ）
335,630円

㉒（リ）
153,966円

＋ ㉒（ヘ）
0円

＝

＝

今期納付額
㉒（ト）
0円

今期納付額
㉒（ヌ）
181,662円

493,114

申
告
書
を

35017511 01600101

1,500,000

10

35017511 01600101

10

0.05

1006886

1006886

1006886

1006886

70374

70374

70374

3518

0.05

1006886

1006886

1006886

1006886

70374

70374

70374

3518

〔計算方法〕 
　⑪（イ）1,006,886÷3＝

第１期分㉒（イ）335,630円　　※余りが生じた場合は、
第２期分㉒（チ）335,628円　　　必ず第１期分に加算してください。
第３期分㉒（ル）335,628円　　　（余りは必ず１円または２円となります）

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　）

3,000,000 1,006,886 1,010,404

982,710

ロ

還付額

還付額が出た場合管轄の労働局・労働基準監督署に「労働保険料・一般拠出金還付請求書」を提出し、
還付の請求を行ってください。
納付する保険料がない場合は申告書を金融機関・郵便局へ提出することはできません。
管轄の労働局・労働基準監督署へ直接ご提出いただくか、郵送されるようお願いします。

労働保険料及び一般拠出金に充当した場合の例記入例2

充当後還付額が出る場合記入例１

3,000,000

982710

充当後還付額が出る場合、事業を廃止した場合等の記入例

18 19



第１期分労働保険料の充当を行い、その後一般拠出金を充当します。
なお余りがある場合、第２期分以降の労働保険料に残額を充当します。（計算が他の場合と異なりますのでご注意ください。）

申告済概算保険料額（昨年度申告した額）がまだ納められていない場合には充当できませんのでご注意ください。

1,500,000

充当意思「3」を記入

1,006,886

㉒（イ）
335,630円

㉒（チ）
335628円

〔今期納付額の計算〕 
第１期

第２期

－

－

㉒（ロ）
335,630円

㉒（リ）
153,966円

＋ ㉒（ヘ）
0円

＝

＝

今期納付額
㉒（ト）
0円

今期納付額
㉒（ヌ）
181,662円

493,114

申
告
書
を

35017511 01600101

1,500,000

10

35017511 01600101

10

0.05

1006886

1006886

1006886

1006886

70374

70374

70374

3518

0.05

1006886

1006886

1006886

1006886

70374

70374

70374

3518

〔計算方法〕 
　⑪（イ）1,006,886÷3＝

第１期分㉒（イ）335,630円　　※余りが生じた場合は、
第２期分㉒（チ）335,628円　　　必ず第１期分に加算してください。
第３期分㉒（ル）335,628円　　　（余りは必ず１円または２円となります）

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　）

3,000,000 1,006,886 1,010,404

982,710

ロ

還付額

還付額が出た場合管轄の労働局・労働基準監督署に「労働保険料・一般拠出金還付請求書」を提出し、
還付の請求を行ってください。
納付する保険料がない場合は申告書を金融機関・郵便局へ提出することはできません。
管轄の労働局・労働基準監督署へ直接ご提出いただくか、郵送されるようお願いします。

労働保険料及び一般拠出金に充当した場合の例記入例2

充当後還付額が出る場合記入例１

3,000,000

982710

充当後還付額が出る場合、事業を廃止した場合等の記入例

18 19



20 21

1,500,000 1,500,000

10

35017511 01600101

10

1,500,000 1,006,886 493,114

493,114 489,5763,518

tky13rlz

6 11

1006886

3518

70374

70374

489596

tky13rlz

6 11

0

0

0

1500000

1500000

1

0

0

0

1

101600101 3501751

0.05

0.05

2

〔計算方法〕

一般拠出金へ充当する場合には、更に以下の計算となります。※確定保険料算出の結果、不足が生じた場合は不足
額を納付してください。
※還付額が生じた場合は、「⑩記入例１　充当額還付
額が出る場合」を参照してください。

○事業を廃止した場合、口座振替の対象とはならない場合があります。

申告済概算保険料額（昨年度申告した額）がまだ納められていない場合には充当及び還付の請求はできませんのでご注意ください。

次のような場合には確定申告が必要となります
①平成24年度中に事業廃止した場合②労働保険事務組合へ事務を委託した場合③元請工事を行わない場合④元
請・下請の労働者を使っての工事を行わない場合⑤他の都道府県へ移転した場合
なお、事業場の労働者が0人であっても、元請工事を行う場合には、廃止の申告はできません。

申
告
書
を

以下のように記載してください。
事業を廃止した場合記入例2 今年度元請工事を行わなかったが、概算保険料の次年度繰越しを希望する場合記入例3
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〔計算方法〕

一般拠出金へ充当する場合には、更に以下の計算となります。※確定保険料算出の結果、不足が生じた場合は不足
額を納付してください。

※還付額が生じた場合は、「⑩記入例１　充当額還付
額が出る場合」を参照してください。

○事業を廃止した場合、口座振替の対象とはならない場合があります。

申告済概算保険料額（昨年度申告した額）がまだ納められていない場合には充当及び還付の請求はできませんのでご注意ください。

次のような場合には確定申告が必要となります
①平成24年度中に事業廃止した場合②労働保険事務組合へ事務を委託した場合③元請工事を行わない場合④元
請・下請の労働者を使っての工事を行わない場合⑤他の都道府県へ移転した場合
なお、事業場の労働者が0人であっても、元請工事を行う場合には、廃止の申告はできません。

申
告
書
を

以下のように記載してください。
事業を廃止した場合記入例2 今年度元請工事を行わなかったが、概算保険料の次年度繰越しを希望する場合記入例3
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1,500,000 1,006,886 493,114

493,114 489,5763,518

tky13rlz

6 11

1006886

3518

70374

70374

489596

tky13rlz

6 11

0

0

0
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1500000

1

0

0

0

1

101600101 3501751

0.05

0.05

2

〔計算方法〕

一般拠出金へ充当する場合には、更に以下の計算となります。※確定保険料算出の結果、不足が生じた場合は不足
額を納付してください。
※還付額が生じた場合は、「⑩記入例１　充当額還付
額が出る場合」を参照してください。
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請・下請の労働者を使っての工事を行わない場合⑤他の都道府県へ移転した場合
なお、事業場の労働者が0人であっても、元請工事を行う場合には、廃止の申告はできません。

申
告
書
を

以下のように記載してください。
事業を廃止した場合記入例2 今年度元請工事を行わなかったが、概算保険料の次年度繰越しを希望する場合記入例3



24 25

また、ゆうちょ銀行
への振り込みを希
望する場合も、この
欄に記入してくださ
い。

ゆうちょ銀行への
振込みを希望する
場合は、５桁の
「記号」－８桁の
「番号」をこちら
の欄にご記入くだ
さい。

郵便局での受取り
を希望する場合
は、こちらの欄に記
入してください。
（指定できない郵
便局もあります。）

年度更新の場合
は「１」を、事業終
了の場合は「２」を
ご記入ください。

こ
の
欄
は
記
入
し
な
い
で

く
だ
さ
い
。

還
付
請
求
書
を
提
出
す
る
年
度
を
、元
号

「
７
」を
付
け
て
ご
記
入
く
だ
さ
い
。

還付請求書が新しくなりました。
昨年までの様式は使用できませんので御注意下さい。

～　注　意　～

　⑩記入例１のように概算保険料および一般拠出金への充当後に還付が生じる場合は、「労働保険料一般拠出金還付請求書」を
提出してください。

前

（下記URLもしくは「労働保険関係各種様式」で検索してください。）

20

3000000

1006886

1993114

1006886

3518

982710

1 0 1 6 0 0 1 0 1
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　なお、事務所所在地の変更により、管轄の労働基準監督署が変わる場合は、変更後の所
在地を管轄する労働基準監督署に提出してください。ただし、他都道府県に変更される場
合は、変更から 50 日以内に旧所在地で保険関係の消滅（保険料の精算）の手続をし、変更
後の所在地を管轄する労働基準監督署で新規加入の手続を行ってください。

変更理由

　電子申請を利用することにより、労働局、労働基準監督署の窓口へ出向くことなく手続を
行うことができます。（電子申請するにあたっては、あらかじめ政府が認めた認証局の発行した
電子署名用の電子証明書の取得が必要です。）
　また、年度更新申告書に「アクセスコード」（年度更新申告書のあて先労働局名の右隣に
印字されている８桁の英数字）が設定されており、電子申請による年度更新では、様式を
ダウンロードした日に労働保険番号と「アクセスコード」を入力することにより、お手元の年度
更新申告書と同様の項目（労働保険番号、保険料率等）を電子申請様式に取り込むことが
でき、前年度の申告内容等を改めて入力する手間が省けます。
　詳しくは「電子政府の総合窓口（e-Gov）」（http://www.e-gov.go.jp/）や、P.33～P.35に
電子申請を行う場合の操作手順を記載していますので、ご覧ください。
　なお、e-Gov電子申請システムの操作方法等については「電子政府利用支援センター」
（電話番号0570－041041（PHS・IP電話等の場合017－721－0363）、受付時間：9時から
19時まで（土日・祝祭日は17時まで）へお問い合わせください。 ※通話は有料。

管轄
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に係る労務費率は
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34 35

  画面遷移先のインターネットバンキングに納付情報が送信されるため、電子納付を行う際に「収納機関番号」「納付番号」等の入力を省略で
きます。
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（なお、印字されている所在地は、登録されている「事務所」の所在地です。）

7

8

9

（下記URLもしくは「労働保険関係様式」で検索してください。）

（名称）

24

29

25

ml

株式会社
○○興業

　○○○-○○○○
東京都
○○区○○○
○丁目○番地○○

※口座振替を利用している事業場の申告書について
　口座振替を利用している方への申告書には、以下のように印字されています。
　この申告書は金融機関（銀行、郵便局等）で受付することができませんので、管轄の労働局、労働基
　準監督署又は社会保険・労働保険徴収事務センターへご提出ください。
　口座振替を利用している場合は、領収済通知書を用いて金融機関に納付することができませんのでご
　注意ください。

 

●金融機関で受付できません。管轄の労働局等にご提出ください。

●●●●●●●●
●　口座振替　●
●●●●●●●●

口座振替を申込みいただいておりますので

この申告書は金融機関で受付できません。

7月10日までに管轄の労働局等に提出ください。

全期・第 1期振替日は、平成25年 9 月 6 日です。

＊＊＊＊【口座振替のお知らせ】＊＊＊＊

2019

36 37
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25

申告・納付は6月3日（月）から7月10日（水）までに

金額の頭に

一般

・申告・納付期日最終日である７月１0日（水）は、労働局・監督署・金融機関・郵便局窓口において
　大変混雑することが予想されます。
・電子申請なら、ご自宅・オフィスのパソコンで２４時間申告・納付が可能です。（詳しくはP.３３を参照）
・口座振替により保険料・一般出金を納付することができます（詳しくはP.３８を参照）。
※年度更新手続期間内に年度更新申告書の提出がないと全期・第１期分の口座振替納付の処理を
　行うことができませんのでご留意ください。

提出は管轄の都道府県労働局・労働基準監督署・金融機関・郵便局へ

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/hokenryou/

注4　年度更新手続期間内に年度更新申告書の提出がないと、全期・第1期
　　分の口座振替納付の処理を行うことができませんのでご留意ください。

にて

届出

納期

口座振替納付日

口座振替申込期限

口座振替を利用しない
場合の納期限

平成25年9月6日 平成25年11月14日 平成26年2月14日

平成25年7月10日 平成25年10月31日 平成26年1月31日

平成25年2月20日 平成25年8月14日 平成25年10月11日

全期・第1期 第2期 第3期

○　申込み手続が完了した方に、振替が開始される納付日の2ヶ月程度前までに、
　登録情報の確認通知をお送りします。
○　口座振替日の2週間程度前に振替納付額等をお知らせします。
○　納付日から1ヶ月程度で振替結果通知をお送りします。

4.通知




